
～阿見町消費生活センターからのお知らせ～ 

「出前講座」無料でお届けします！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

～消費者被害に巻き込まれないために～ 
 

◇契約って何？ 契約しちゃった！解約するには？ 
 

◇お試しのつもりが定期購入に！？ 通販での買い物は慎重に！ 
 

◇買った覚えのない商品が届いた。どうしたらいい？ 
 

◇安易なもうけ話は要注意！ 知らない間に自分が加害者に…。 
 

◇１８歳になったら何が変わる？ 

                                                                      

     

  

  

 

                       

                                     

 

 ～お気軽にご連絡・ご相談ください～ 

 

〈過去の出前講座の様子〉 

【お問合わせ・お申込み先】 

阿見町消費生活センタ－        

（阿見町役場 1階）☎029-888-1871 

町消費生活センターでは、こちらから出向いてご説明する 

出前講座の申込みを、無料で受け付けています。 

実際の相談事例をもとに、悪質商法の手口や対処法、消費 

生活の豆知識について、専門資格を持つ相談員がお話しします。 

地域のサークル、小グループなど、形態は問いません。 

☆ 開催可能日：原則、平日（９時 30分～１５時） 

※土日祝日の開催を希望される場合はご相談ください。 

講座例 


